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生活拠点移動と高齢者の意思

―介護保険で高齢者の人権は守られるか―

The Elderly volition in Relocation

Can the Long-Term Care Insurance Protect the Rights of the Elderly?

加藤綾子
Ayako Katoh

萩原清子

Kiyoko Hagiwara

はじめに

　介護保険が導入されようとしている。しかし、

「これでよかった」とは喜べないでいる。いつ頃

から、医療ソーシャルワーカーは高齢者の「たら

い回し」の専門家になったのか。昭和55年当時、

医療ソーシャルワーカーの業務の中に「たらい回

し」はなかった。病院を退院する高齢者は誰もが

「家」へと帰るのであった。ごく希に、身寄りが

なく老人ホームへ入所する高齢者もいたが、「た

らい回し」の必要はなかった。それが今は、医療

スタッフは必ず、「あの患者さんはどこへ行く人

なの」と医療ソーシャルワーカーに聞く。「家」

で暮らしていたはずの高齢者が、いったん病院に

入院したが最後、「家」に帰れなくなってしまう

という事実がある。もちろん病状が重くて「家」

に帰れないという人もいるが、そうでなくても

「家」へ帰れない、しかも帰りたいのに帰れない

という高齢者を前に、医療ソーシャルワーカーに

何ができるのか。

　Kさんが特別養護老人ホームに入所する数日前

に、Kさんと一緒に、　Kさんの自宅へ荷物を取り

に行った。89年間暮らした自宅の鍵を開けると、

そこには長い入院ですっかり埃をかぶった家具が

並び、生活の残骸の匂いがした。私は、早く病院

に戻りたいのだけれど、Kさんはあちらの引き出

しも、こちらの引き出しも開いている様子であ

り、ただじっと待った。89年間住んだ家に、もう

住まない。胸のつぶれる思いがした。「自分の面

倒をみてくれって言わないから、誰かわしの家に

住んでくれる人を見つけておくんな」といつも言

っていたが、何も出来なかった。

　Fさんは全くの寝たきりの状態、四肢の拘縮あ

り。経管栄養で、排泄はオムツ使用。一日を病室

の天井を見て暮らす。こちらから問いかければ、

返答はするが表情はない。月に一度は遠くに住む

姪が面会に来るが、他に面会者はいない。ただ、

ただ、老人ホームに空きが出るのを待っている。

先日、入所申請から15ヵ月たったところで、ある

老人ホームが空いたが、経管栄養であることを理

由に入所できなかった。私はその時、どこか「た

らい回し」できる所を見つけなくてはと思ってし

まった。これで生きていると言えるのか。生きて

いるって何だろうとせつなくなってしまった。

　仕事をすればするほど、高齢者の人権を葬って

いるような、医療ソーシャルワーカーの仕事。そ

の実態をもとに、介護保険の導入により高齢者の

人権が守られることになるかどうかを考えたい。

もし守られないとしたなら、どうすれぽ高齢者一

人ひとりの人権が守られるのかを現場実践を通し

て検討してみたい。

1　生活の拠点に「家」を選択しない人

　　とは

　退院する先が「家」ではない人。つまり施設に

入所する人、または病院に転院する人（この場合

医師の指示で、より高度な治療を受けるべく転院

した人は除く）が揚げられるが、それはどういう

＊柳澤病院医療ソーシャルワーカー

＊＊教授
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人達なのか。ここでは老人ホームに入所すること

を希望した患者に焦点をあて、その実態を掴むこ

とで合理的ではない事実を把握してみよう。

　Y病院（人口12万人の地方都市にあるベット数

98、診療科数7科の一般病院）にて平成6年10月

1日から平成8年9月30日までの2年間に、老人

ホームに入所申請をする際、必要となる医師の意

見書（地域によっては診断書）を記載した54人の

うち、実際に申請をした48人について調査した。

ちなみに、意見書は書いたものの実際には申請し

なかった人が6人いるが、その内訳は、患者の子

供の間で、入所させたいと思う子供と入所させた

くないと思う子供との意見調整ができず、同居し

ている子供が申請できないでいる人が2人。患者

の家族が、病院に長く入院できないなら老人ホー

ムへの入所手続きを早くしなけれぽと焦り、Dr．

に入所意見書の記載を依頼したものの、やはり老

人ホームより病院がいいと言って申請しない人が

2人。一人暮らしの患者の遠方に住む親戚が、多

忙のため患者の居住地の福祉事務所へ赴く機会が

無く、申請しないままになっている人が1人。不

明1人となっている。

図一1　入所希望者の男女別年齢
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資料1　平均余命の推移

平均寿命（0歳平均余命）

男　1 女

65歳平均余命

男 女

明治24～31年1 42．・801 44．・301 10．・201 11．40

大正10～14年　1　　42．　061　　43．20　1　　9、311　　11．10

昭和10～11年　1　　46．　921　　49．　631　　9．　891　　11．88

22年 50．・061 53．・961 10．・161 12．22

25～27年1　59．・571　62．・971　11．351　13．・36

30年 1 63．・601 67．・751 11．821 14．13

40年 67．・741 72．・921 11．881 14．56

50年 71．731 76．・891 13．・721
16．56

60年　1　74．・781　80．・481　15．・521　1＆94

平成6年 76．・571 82．・981 16．・671 20．97

厚生省統計情報部「平成6年簡易生命表」
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表一1　老人ホーム入所希望者の家族構成
（人）

一人暮し

二人家族

三人以上

の家族

16

11

21

子供はいる 5

子供いない　　　　　　11

配偶者と　　　　　　　2

子供と　　　　　　　　6

兄弟と　　　　　　　　3

配偶者と子 1

配儲と子供家族1 8

子供簸　　1・2

子供はいる　　　・ 1 1

子供はいない
・・． 　’P 1

　1　老人ホーム入所希望者の全体像

（1）性別・年齢

　図一1の通り、圧倒的に女性が多く80歳代の人

が多い。老人ホーム入所希望者の平均年齢は81．9

歳。男性の平均年齢は78．2歳、女性の平均年齢は

83．3歳となっており、これは平均寿命とほぼ同じ

である。（資料1）

（2）家族構成

　表一1、図一2の通り、一人暮しが3人に1

人、2人家族が約5人に1人、3人以上の家族が

2人に1人となっており、約半分の人は、一応介

護力が期待できる家庭であると言えよう。

（3）　日常生活自立度（資料2）

　図一3、図一4の通り、J－1・J－2の生活

が自立している人が29．2％、A－1・A－2の準

図一2　老人ホーム入所希望者家族構成

■一人暮し

口二人家族

団三人以上家族

寝たきりの人（寝たきりと表現されているが、屋

内にあっては生活は概ね自立）が8．3％。この生

活が自立している人と概ね自立している人を足す

と、3人に1人は介助の必要がない人であること

資料2　障害老人目常生活自立度（寝たきリ度）判定基準

生活自立

準寝たきり

寝たきり

1
L。ク

　　J

ランク

　A

ランク

　B

ランク

　C

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1．交通機関等を利用して外出する

2．隣近所へなら外出する

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1．介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2．外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上の生活が主体であるが座位を

保つ

1．　車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2．介助により車椅子に移乗する

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1．　自力で寝返りをうつ

2．　自力では寝返りもうたない
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図一3　入所希望者の日常生活自立度
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図一4　入所希望者の日常生活自立度

図一5　家族構成別生活自立度
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がわかる。そして残る62．5％の人がB－1・B－

2・C－1・C－2の寝たきり（生活に介助を必

要とする）である、特にB－一・1・B－2のベット

上に寝たきりというのではなく、車椅子に乗った

り、ポータブルトイレに下りたりという、いわゆ

る手のかかる人が48人中21人、43．8％とおおよそ

半分を占めていることがわかる。

（4）家族構成と日常生活自立度との関係

　図一5の通り、一人暮しに日常生活が自立して

いる人が多く、二人家族・三人以上の家族には寝

たきりの人が多い。細かく追ってみると図一6の

通り、一人暮しの人の56．3％、半数以上が生活は

自立しており、そこに概ね自立している人も加え

れぽ62．6％、5人に3人は一人暮らしではあるけ

れど介助は必要としない人であることがわかる。

図一6　一人暮らしの日常生活自立度

一人1らし

■生活自立
口準寝たきり
囚寝たきり

図一6　二人家族の日常生活自立度

二人象族

■生活自立
ロ1随たきり
N寝たきり

図一6　三人以上家族の日常生活自立度

三人以上京族

■生活自立

口鞘たきり
囚寝たきり

つまり目常生活は自立しているのに老人ホームへ

の入所申請をしている人がいるわけである。ま

た、二人家族11人の中の2人、三人以上の家族21

人の中の3人、それぞれ18．2％、14．3％と数的に

は少ないが、家族がいてしかも日常生活が自立し

ているのに老人ホーム入所申請をしている人がい

ることもわかる。

（5）老人ホーム入所希望者の全体像

　以上（1）より、老人ホーム入所希望者の特徴とし

てまず非常に高齢であること。平均寿命とほぼ同

じである。入所後どのくらい生きられるのだろう

か。それほど長くない余生を長年生活の拠点とし

てきた「家」を離れて暮さなければならないほど

の重大な理由があるだろうか。仮に介護者がいな

いからという理由だとすると、（2）より約半数の人

は家族がおり介護力が期待できる。また（3）より3

人に1人は日常生活が自立していて介護そのもの

の必要がない。同様に（4）より、一人暮しの人の

56．3％、半数以上は日常生活が自立していてこれ

も介護の必要がない。二人家族、三人以上の家族

の中にも、家族がいて日常生活も自立しているの

に、老人ホームに入所希望している。「生活の拠

点を移動」する必要があるのだろうか。もちろん

一人暮しで日常生活が自立していない人、二人暮

らしで介護力に疑問がある家庭等々、十分に理由

となる例もある。したがって、「介護者がいない」

ということは「生活の拠点を移動する」理由のひ

とつとして揚げられるが、介護者がいても生活の

拠点を移動しなければならない事実のある事を押

さえておきたい。

　さて、以上のことから生活の拠点に「家」を選

択しない人の全体像として、平均寿命くらいの年

齢の人が多く、寝たきりの人もいれぽ、日常生活

が自立している人もいること。寝たきりの人の中

ではべヅト上完全臥床状態ではなく、介助があれ

ば車椅子に乗ったりポータブルトイレに下りたり

が出来る人（介護量が多い人）が多く、日常生活

が自立している人では一人暮らしの人が多い。結

局、介護力に問題のある人もいるが、ない人もい

るという暖昧な全体像となっている。したがっ

て、老人ホーム入所希望者は、ADL、家族形態、

介護力の有無のいずれひとつと関係するのではな

く、各々の要因が複雑に組み合わされて「入所希
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図一7　老人ホーム入所申請手続者

図一8　入所申請患者の判断能力

望」に至ることがわかる。

■患者本人

図家族親族

■判断可能
1コ不明

囚判断不可能

　2　老人ホーム入所の経過

（1）高齢者の意思の確認状況

　1－1－（5）でどういう人達が老人ホーム入所希

望者であるかが掴めたが、では入所の申請は誰が

行なったかというと、図一7の通り患者自ら進ん

で入所を希望したのは1例のみである。その他は

家族・親族が入所を申請した。では患者自身は老

人ホームへの入所をどうとらえているのか。その

前に、患者自身に判断能力があるかないかも問題

となる。これについては入所希望者全員に何らか

の痴呆スケールを実施したわけでなく、医療ソー

シャルワーカーが面接を重ねる中での主観的感想

でしかないので確実なものとはいえないが、図一

8の通り48人中40人、83．3％が自分で自分の生活

の拠点を選択できる能力を有しているであろうと

推察した。しかし、その中で自ら老人ホー一一ムへの

入所を希望した患者は1例のみというわけであ
る。

　では、通常どのような過程で老人ホーム入所の

手続きを行なうか。まず、入院して間もなく担当

医より家族に病状の説明がある。もちろん、患者

本人にも説明されるが、患者に理解力が足りない

ようなときには省略されてしまうこともある。こ

ういう場面で「家では看られない」という話にな

ると、「では医療ソーシャルワーカーと相談して

ください」となり、「家」で看ない方法には何が

あるのかという話になる。もちろん訪問看護等を

利用した在宅介護の話もするが、もとより「家で

は看られない」と言うのだから、老人保健施設・

養護老人ホーム・特別養護老人ホームについての

説明に焦点が置かれる。家族・親族は早速、福祉

事務所に出向くということになる。

　では患者本人の意思は誰が確認するか。家族

か、居住地の福祉事務所のケースワーカーか、医

療ソーシャルワーカーか。

　居住地の福祉事務所ケースワーカーは入所判定

審査会が近づくと、患者本人に入所の意思がある

かどうかを確認するための面接をする。しかし、

この面接の場面で「老人ホームはいやだ」と言う

患者は一人もいない。患者のほとんどは、何故、

福祉事務所の人カミ自分の所に来たのかすらわから

ないのだ。そしてわからないままに、暖昧にうな

ずくだけなのである。面接はこの一回で終わる。

　医療ソーシャルワーカーはどうか。家族・親族

には入所判定審査会までに患者の入所の意思が決

まらないと却下されると脅し、そのため患者とよ

く話し合うよう勧める。そして患者には退院後ど

こで暮したいのか確認はする。しかし聴くだけ

で、患者の結論を家族に伝える事はあっても、患

者の結論通りに進めることはない。つまり患者本

人の意思の確認はするけれど尊重はしない。しか

し、これまでに退院後の方向の調整がつかず患者

と家族・親族との板挟みで調整できず困ってしま

ったという経験がない。患者は入所に否定的な発

言を医療ソーシャルワーカーにはしても家族・親

族には決して言わない。患者の結論は「自分が我

慢すればいい」なのである。でe＃　一一人暮しの日常

生活が自立していない人の場合はどうか。退院後

の方向を決めなければならなくなったとき、医療

ソーシャルワーカーes・一人二役となる。患者に退

院後の生活の拠点をどこに置きたいか聴く一方、

「老人ホー・ムは温泉があっていい所だ」などと言

ったりして老人ホームに老人と一緒に見学に行

く。「病院より良かったでしょう？」などと言っ
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てしまう。そしてこの場合も患者は患者の本心は

どうあれ、老人ホームを生活の拠点に選ぶ。選ぶ

というより選ばざるを得ない。他に生きていく方

法が見つからないからである。患者の結論はやは

り「自分が我慢すればいい」なのである。

　福祉事務所のケースワーカーも病院の医療ソー

シャルワーカーも「自己決定」を基本としている

はずの職業の者が、高齢者の意思を全く尊重して

いない。高齢者の人権を守ろうとしていない。

　では、家族は患者の意思を確認しているのだろ

うか。これについては何の調査もしていないが、

目常業務のなかで、まず家族は老人ホーム入所に

ついてキチンと伝えない場合が多い。「もっとい

い病院に移るからね」という説明をし、正しい話

し合いはなされない。もっとも患者はどんな結論

になろうと「自分が我慢すればいい」と考えてい

るので何の問題も起こらない。家族は患者の意思

を確認し尊重して生活の拠点を決めているとは言

えない。

　これについては平成4年3月、長野県と長野県

医師会が『65歳以上長期入院患者実態調査報告書』

を出しているが、ここに同様のことが報告されて

いる。これは、老人保健計画の策定に向け、65歳

以上の長期入院患者の現状、老人保健サービス等

に対する需要等を調査し、計画策定のための基礎

資料にするとともに、今後の老人保健対策推進に

資することを目的に長野県が長野県医師会に調査

を委託したものである。平成3年11月1日現在、

長野県の医療機関149ヵ所を対象に、継続して6

ヵ月以上入院している65歳以上の患者について調

査をした。回答病院数は137ヵ所、回収調査票は

1901であった。それによると以下の通りである。

　退院後の行き先の希望では本人の希望として、

「家へ帰りたい」が57％で圧倒的に高い割合を占

めており、次に、「退院したくない」が約11％と

なっている。これに対して家族の希望は「退院さ

せたくない」が約31％、「家に帰させたい」が約

25％となっており、家に帰ることについては、本

人と家族の希望はかなりの食い違いが見られる。

本人と家族の希望をクロスさぜてみると、「家に

帰りたい」と「家に帰させたい」の一致は41．5％

で半分以下だが、「他の施設への入所」「退院した

くない」では60～70％と両者の一致している割合

が高くなっていることがわかる。

　以上の調査結果から、本人が家に帰ることを希

望し、主治医も家で介護を受けることが適当と考

えても、家族は、それを受け入れる考えがないこ

とが伺え、在宅医療を考える上で大きな問題であ

ることが指摘されている。

　また「医療相談室からみた『社会的入院』の実

態と福祉の課題」（参考文献として後掲）におい

ても同じ結果を指摘している。つまり、家人の希

望する退院後の方向と患老の希望する退院後の方

向は一致しない。33人中11人が一致せず。患者本

人が意思表示できない13例を除くと20例のうち11

例。半数の患者が自分の希望する場所に帰れない

ということであった。

　患者は「家」に帰りたいのに「家」に帰ること

が出来ない。このように生活拠点の移動の際、高

齢者の意思が尊重されていない事実＝人権が守ら

れていない事実がかなりの割合を占めている事が

わかる。

　では何故、「家」を生活の拠点にしていた高齢

者が再び「家」に戻れないのか。「家」の実態は

どうなっているのか次章で考えて見る。しかしそ

の前に「家」に帰りたいのに帰れない高齢者が、

老人ホーム入所までにどのような経過をたどるの

か紹介しておきたい。

（2）老人ホーム入所までの経過

　H6．10．1～H8．9．30に老人ホーム入所意見書を

書き申請した48人はその後どうなったか追ってみ

ると、H8．10．1現在、老人ホームに入所した人21

人（43．8％）、待機中18人（37．5％）、待機中に死

亡7人（14．6％）、申請却下1人（2．1％）、とな

っている。

　入所した人の申請から入所までの期間は平均6．

4ケ月。ただしH6年10月頃はU市（人口12万人

の地方都市）の老人ホーム入所待機者数は40～50

人程であったが、H8年10月頃の待機者数は約

100人程になっている。H9年2月に入所申請し

た際には、100人以上の待機者がいるので入所ま

でに1年半から2年は待機しなけれぽならないと

いう説明が福祉事務所よりあった。「家」で看ら

れないからこそ老人ホーム入所申請をしているの

である。一体、申請後の1年半～2年間の待機期

間をどこで生きるのか。これがいわゆる「社会的
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入院」となるのであるが、しかし、今や「社会的

入院」も大変難しい。3ヵ月で退院させる病院が

多くなってきているからである。老人保健施設も

3カ月、長くて6ヵ月で退所してくれと言われ

る。2年間を待つには少なくとも病院を2～3カ

所、老人保健施設を1～2ヵ所たらい回しされな

けれぽならない。そして、40～50人の待機者の時

でさえ、待機中に7人が亡くなり、まして待機し

ているのは既に平均寿命に近い高齢者なのであ

る。従って、100人以上が待っている現在、生き

ている内に老人ホームに入所できるのだろうか。

家族は次々に入院先・入所先を見つけられるであ

ろうか。

　高齢者自身が希望した生活拠点ではない老人ホ

ームへの長い道程。この道程を越えるための「社

会的入院」や本来の利用目的とは異なる老人保健

施設への入所。高齢者はどのような思いで生き続

けるのであろうか。死の尊厳どころではない。生

の尊厳すら維持できない現実がある。「自分が我

慢すればいい」という高齢者の一言がとんでもな

い人生の最後を招いてしまう。高齢老の人権を誰

が守れるのだろうか。

皿　在宅介護の実態

　平成8年10月1日現在、Y病院が主治医となり

K訪問看護ステーションを利用している35人の在

宅患者の介護者に郵送によるアンケートを実施し

た。回答者は29人。回収率82．9％。以下、その実

態を知ることで、生活の拠点を「家」に定めるこ

とが出来ている高齢者と介護者の特徴を浮き彫り

にする。同時に、介護者は在宅介護をどのように

受けとめているのかを明らかにしたい。

　1　在宅患者の介護者アンケート対象家族の状

　　　況

（1）在宅患者の年齢

　アンケート調査の対象とした在宅患者35人の男

女別年齢は、図一9の通りであり、男性平均66．7

歳、女性84．8歳。全体の平均年齢は79．3歳となっ

ている。

（2）在宅患者の日常生活自立度

　アンケート調査の対象とした在宅患者35人の日

常生活自立度は、図一10の通りである。図一11か

らわかるようにA－1・A－2の準ねたきりの人

13人（37．　1％）とC－1・C－2のベット上で全

介助を必要とする人15人（51．7％）の割合が高

く、B－1・B－2のベット上で寝たきりという

のではなく、車椅子に乗ったり、ポータブルト

イレに下りたという、いわゆる手のかかる人7人

（20．060）の割合が少なくなっている。

（3）在宅患者の家族構成及び主たる介護者

　アンケート調査の対象とした在宅患者35人の家

族構成は図一12の通りであるが、子供夫婦と孫と

図一9　在宅患者の男女別年齢

　人
12．5

7．

2．

10

0

　60～64　　65～69　　70～74 75～79　　80～84

　　年齢

園女性
■男性

85～8990～9495～99歳
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図一10　在宅患者日常生活自立度

人

12．5

le

7．5

2．5

0

A－1　　A－2

図一11在宅患者日常生活自立度

図一12　在宅患者の家族構成

B－1　　B－2
　日常生活自立度

C－1 C－2

■1－1、J－2

［コA－1，A－2

日B－1，B－2

図C－1、C－2

表一2　在宅患者の主たる介護者

介護者1人
数（人）1　・・人中（％）

嫁 1 ・51 ・51・2・・％

娘
子　供
　　　　息子1

6

4
10 28．6％

配偶者
夫1　・

6 17．1％
．．．．．．■r■■■■

ﾈ1　・
その⇒

・［ ・1・1・・％

計 1 35 1

■三世代同居
Eヨ配偶者と2人
囚子供と2人
囲その他

いう三世代同居が18人（51．1％）と半数を占め、

子供との2人暮らしは、7人（20％）。配偶者と

の2人暮らしは6人（17．1AO）。その他4人とな

っている。

　では、誰が介護にあたっているかと言うと、

表一2・図一13の通りであり、子供の配偶老（こ

図一13　在宅患者の主たる介護者

■嫁
［コ子供

口配偶者
図その他

こでは娘の夫はおらず息子の妻＝嫁を指してい

る）が15人（42．9％）。子供が10人（うち息子が

4人、娘が6人）（25．7％）。配偶者が6人（17．・1

％）。その他4人の順になっている。

　やはり嫁が一番多くなっているが、注目したい
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のは、三世代家族でも息子と嫁と孫というのでな

く、娘と婿と孫という三世代家族が18世帯中5世

帯（27．　8％）あること。アンケート調査の対象家

族の中で、娘が介護にあたっている6人のうち独

身の1人を除いた5人の娘は、男兄弟がいるにも

かかわらず、嫁ぎ先に身体の不自由になった親を

呼び寄せて同居するという形を取った。統計的な

根拠はないが、最近の業務の中で娘が親を呼び寄

せて同居するという形態が増えてきたと感じてい

る。ただし娘の嫁いだ先に姑がいれぽ「引き取り

たいが、そういうわけにはいかない」となるのも

パタン化してきている。

　そしてもう一つ注目したいことは、介護にあた

っている子供10人のうち息子4人全員と娘6人の

うちの1人が独身であるという点である。これも

統計的な根拠はないが、結婚していない子供との

2人暮らしの高齢者が増えてきていると業務の中

で感じている。こういう家族形態でどこまで在宅

で介護ができるであろうか。

　以上、介護者の特徴として、嫁による介護がや

はり多いものの、嫁いだ娘との同居による娘の介

護という形態が増えてきたこと。他方、結婚しな

い子供が増えたことにより在宅での介護が、早

晩、限界に達することが予測される。

（4）アンケート調査対象家族の状況

　以上E－1－（1）～（3）をまとめてみると、まず年

齢的には老人ホーム入所希望者より在宅患者の方

が幾分若い。しかし男性の平均年齢は、老人ホー

ム入所希望者が78．2歳に比べて在宅患者の平均は

66．7歳とかなり若くなっている。男性の場合、配

偶者が健在で介護にあたっているものと想像でき

る。老人ホームに入所しなくても配偶者が在宅で

看てくれるというわけである。

　次に、日常生活自立度を比べてみると、老人ホ

ーム入所希望者には、ベットから下ろしたり上げ

たりと介助量の多い人が多かったが、在宅患者で

はその逆で、3人に1人は日常生活が自立してお

り、2人に1人はベット上で全くの寝たきりとい

う状態であり、介助量と生活の拠点をどこにする

かとは関係がありそうである。

　なお前述した「医療相談室からみたr社会的入

院』の実態と福祉の課題」によると、日常生活自

立度と再入院の関連では、C－2の場合、再入院

率71．4％と日常生活自立度が低くなるにつれて再

入院率が高くなっている。また、訪問看護ステー

ション利用の脳血管障害者では、C－1及びC－

2に入る患者が11人いた中で平成8年2月1日に

は6人が自宅にいなかったわけである。日常生活

自立度が低い二症状が重い人は自宅で介護するこ

とが困難な状況であった。少々乱暴に言えぽ、日

常生活が自立している人は生活の拠点を「家」に

置きやすいが、車椅子に乗せたりポータブルトイ

レに移したりしなけれぽならない、いわゆる「手

のかかる人」は老人ホームを生活の拠点に選ぶよ

うになるということである。そして、ベット上で

日常生活全介助の人は、病院を退院しても再入院

する可能性が高く、従って病院が適当な生活の拠

点なのかも知れない。もっと極端に言えば、在宅

介護サービスの整っていない現状では、生活の拠

点の選択は老人の意思とか家族の意思とかではな

く、日常生活自立度で決められてしまう面もある

のかも知れない。

　　　　　　　　　　　　　　　資料3　子と同居率の推移

100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

顕
欲
10％

㎝
　　　　昭和　　38　　48　　55　　60　　61　　62　　63　平成　　2　　3　　4　　5　　6
　　　　32年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元年

（資料）　厚生省統計情報部、60年以前は「厚生行政基礎調査」、61年以降は「国民生活基礎調査」
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資料4　合計特殊出生率の推移

5

4

3

2

1

0
昭和22年　　　　　　30年　　　　　　　　　　40　　　　45

（資料）　厚生省統計情報部「人口動態統計」

50 55 60　　平成23456年

　そして（3）よりわかることは、たとえ地方都市で

あっても、今日では長男の嫁が姑を看るものだと

いう神話が崩壊しつつあることと、結婚しない子

供たちが増えてきているということ。また（3）から

は出てこないが、同居率の低下（資料3）、これ

からも続くであろう少子化（資料4）も在宅介護

を窮地に追い込んでいくように見受けられる。現

在の介護形態では在宅対応ができなくなってきて

いる事は間違いない。

　2　在宅介護者の介護意識

　前項で在宅患者の状況をみたが、生活の拠点を

「家」に定めることが出来ている高齢者の身体的特

　　　　　　　　　　　　　　　　　！1

徴・介護者の状況を掴んだ。ここでは前述した介

護者がどのような感情で介護に当たっているのか

ということを探ってみたい。アンケートの回答者

29人についてその回答を追ってみることにする。

一アンケートの結果一（アンケート用紙　資料5）

（1）主たる介護者

　　在宅患者の配偶者

　　在宅患者の子供

　　在宅患者の子供の配偶者（嫁）

　　在宅患者の兄弟

　　その他

6人（20．7％）

9人（31．0％）

11人（37．　9％）

1人（3．4％）

2人（6．9％）

（2）主たる介護者の仕事の状況

勤めに出ている

自営業・農業

家事

その他

9人（31．0％）

9人（31．0％）

10人（34．5％）

1人（3．4％）

（1日中…7人半日…1人短時間…1人）

（1日中…1人短時間…3人回答なし…5人）

　皿一1－（3）と同様であるがその他として、5人

に1人（20．7％）が平均年齢79．3歳の在宅患者の

配偶者なのだから、高齢者が高齢者を看ているこ

とカミわかる。

　3人に1人が勤めに出ている。しかもそのほと

んどが、フルタイムで働いている。同様に自営

業・農業の人も3人に1人いる。そして、これら

の人達は恐らく家事もこなしている（アンケート

の対象の介護者は配偶者の一部と息子4人が男性

であとは女性＝嫁か娘であり、家事もしていると

予想される。また、息子4人は独身で在宅患者と

2人暮らしでありこれも家事をしていると思われ
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る）。仕事に家事に介護となんと忙しい生活であ

ろうか。働かなければならない理由はなんだろう

か。経済的理由か、生き甲斐か、気晴らしか。そ

の点についての調査はしておらず明確な理由はわ

からない。ただ、日常業務の中では、介護者の子

供＝在宅患者の孫の学費のためにどうしても働か

なくてはならないとか、家のローソを支払わなけ

れぽならないのでパートをやめるわけにはいかな

いとかいう話は耳にする。

　逆に在宅患者の側から言えば、日中は介護者が

不在ということになる。そして忙しい時間の中で

介護をしてもらわなけれぽならないという気兼ね

も生まれるかも知れない。

（3）主たる介護老の交代要員はいるか

いる（同居で）

いる（別居で）

いない

その他

9人（31．0％）

3人（10．3％）

14人（48．3％）

3人（10．3％）

　約半数の人は介護を代わってくれる人がいな

い。（2）で忙しい生活であることがわかったが、そ

の上交代してくれる人もいないとは、いかに在宅

介護が綱渡り状態であるかが伺える。

（4）在宅患者の日常生活自立度（資料2）

ランクJ－1
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

」－2

A－1
A－2
B－1
B－2
C－1
C－2

8‡

1交［、；：㌶｝・人（…％）

fl｛’1：1髪；｝・人（・7・・％）

、；交21：；髪；｝・5人（…％）

θ

　皿一1－（2）でアンケート対象家族の目常生活自

立度をみたが、アンケート回答者でも当然、同じ

結果となっている。

（5）在宅患者にボケ症状はあるか

　　ボケ症状なし

　　ボケ症状は多少あるが日常生活上問題なし

　　ボケ症状はあるが介護上問題なし

　　ボケというより傾眠状態

　　ボケ症状のため介護上苦労あり

　　ボケ症状のため介護に限界

　　その他

iiiiiii劃｝22A・（75・・g・d・）

1交91：劃・人（・7・・％）

2人（6．　9％）－2人（6．9％）

　痴呆の状態については、表一3のように達と

め、痴呆の症状が介護上問題になっているか、い

ないかについて見たのが図一14である。介護上問

題ない人が19人（65．5％）、そこに傾眠状態の人

3人も、たとえ痴呆状態があったとしても一日の

ほとんどを眠って過ごしているわけであり、ボケ

症状が介護上問題になるとは考えにくいので、介

護上問題なしに加えると22人（75．9％）となり、

問題ありの5人（17．　2％）を圧倒的に上回る。在

宅で介護するためには、問題となるほどの痴呆症

状がないことが前提条件となるようだ。

　ちなみにボケ症状のため介護が苦労であった

り、限界にきていると答えた5人について、次の

設問、『在宅患者は今現在どこにいるか』の問い

を重ねてみると、5人のうち2人は老人保健施設

に入所、1人は病院に入院しており自宅にはいな

一30一
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表一3　介護者が判断した在宅患者の痴呆状態

痴 呆 状 態 1人当29人中（6・・）問題人数1・・人中（％）

ボケ症状はない ・1…
ボ・症状は多少あ・頒常生活に岐齢・・　［・1…

ボケ症状は確かにあるが介護するのに問題はない　　　　　　7　　　24．1

ボケ症状というよりはほとんど眠っている ・1…

ボケ症状があるため介護するのに苦労している ・1・3・・

ボ・症状・・あ・ため目・鞭ず欄・限界・・き・い∋　・13・・

な　し

あ　り

22

5

75．9

17．2

そ の 他 1 ・1 6・・1

い。やはり「家」にいるためにはボケ症状があっ

てはならないようだ。

（6）在宅患者は、今現在どこにいるか。

自宅

病院

老人保健施設

その他

23人（79．3％）

3人（10．3％）

3人（10．3％）

0人

　病院に入院している3人はどういう人かという

と、3人とも介護者は嫁、介護の交代要員は2人

はいなくて、1人は同居ではないがいる。日常生

活自立度は3人ともC－2。ボケ症状は、介護上

問題なし・介護が苦労・その他がそれぞれ1人ず

つとなっている。fi－1－（4）ですでにふれたよう

に、「日常生活自立度が低くなるにつれて再入院

率が高くなり、生活自立度が低い＝症状が重い人

は自宅で介護することが現状では困難」というこ

とが、ここでも当てはまる。「家」にいるために

は日常生活自立度が高くなくてはならないといえ

図一14　介護者が判断した痴呆の状態

■問題なし

9問題あり
園その他

る。

　次に、老人保健施設に入所している人はどうい

う人かというと、介護者は嫁・妹・子供がそれぞ

れ1人ずつ。介護の交代要員は2人はいなくて、

1人はいる。日常生活自立度はA－2・B－1・

C－1が1人ずつ。ボケ症状は、なし1人・介護

が苦労1人・介護に限界がそれぞれ1人となって

いる。病院に入院している人よりは生活自立度は

幾分高くなっている。

⑦　介護者の介護に関する心情

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

在宅介護が生活の張り合い

在宅介護ができて満足

在宅介護は在宅患者にとって良いこと

（複数回答　　（）内は回答者29人を100％とした）

　　　　4（13．8％）

　　　13（44，8％）

　　　19（65．5％）

自宅に居て欲しいが介護は誰かに任せたい

在宅介護は在宅患者にとって良くない

もっと介護に手を貸して欲しい

もっと福祉サービスが欲しい

介護に疲れている

介護を休みたい

介護が面倒と感じる
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2（6．9％）

1（3．4％）

6（20．7％）

10（34．5％）

8（27．6％）

20（69．0％）

13（44．8％）
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11

12

13

14

15

16
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世間体がなければ介護を放りだしたい

病院に入院して欲しい

施設に入所して欲しい

介護手当が少ない

第19巻第1号1997

パート並の介護手当があれば介護が割り切れる

その他

5（17．2％）

4（13．8％）

7（24．1％）

5（17．2％）

9（31．0タ6）

1（3．4％）

　「2．自宅で介護できて良かったと思っている」

人が13人（44．8％）。半数近くの人が良かったと思

っている。しかし、逆に言えぽ、約半数の人は良

かったと思っていないことになる。次に「6．も

っと介護に手を貸してほしい」が6人（20．7％）。

　「7．もっと公的な福祉サービスがあれぽ…」が

10人（34．5％）といかに福祉が遅れているかが伺

える。そして、「8．介護に疲れている」人が8人

（27．6％）、「9．時には介護を休みたいと思うこと

がある」人が20人（69．0％）、「10．介護すること

が面倒に感じる事がある」13人（44．8％）と、こ

こでも綱渡りの介護状況が見て取れる。そうし

て、「11．世間体とか親戚関係とかなけれぽ介護

を放り出したい」人が5人（17．2％）、「12．出来

れば自宅でなく病院に入院していて欲しい」と

思っている人が4人（13．8％）、「13．出来れぽ自

宅でなく施設に入所していて欲しい」人が7人

（24．1％）と、介護の限界状況にある。しかし、

「パートに出るくらいの額の介護手当がもらえる

のなら、もっと割り切って介護にあたれるので

は」という人も9人（31．0％）いる。

　ではこれらの回答をした介護者はどういう状況

　　　　　　　　　　　　　　　　図一16

配偶者

介
護子供

6
篇兄弟

嫁

その他

の人なのか。さらに詳しく見てみる事にする。

　①「介護できて良かったと思っている」介護

　　老13人は、どういう人か

　図一15のように配偶者と子供がほとんどであり

嫁は少ない。図一16で続柄別に介護できて良かっ

た人を見てみたが、配偶者の66．7％、子供の77．8

％が良かったと思っているのに比べ嫁はわずかに

9．1％とかなり低い数字になっている。

　血のつながらない嫁の介護が良いとか悪いとか

というのでなく、介護できて良かったと思えない

在宅介護もあるということを押さえておきたい。

図一15介護ができて良かったと思う人

介護が出来て良かった人

0 25 50 75

■良かった

図

100％

■配偶者

口子供

口妹
園嫁
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表一4　世間体がなければ介護を放り出したいと思っている

　　介護者とその在宅患者の状態

続川人 釧日離活自鍍1ボ ケ 症 状

酬‥｜・／・人（・6・・％）lA－・ 1⑳あ・が騰生滴・は問題な・

子 川・／・人（・L1％）1・一・ i な し

嫁 3／11人（27．3％）

A－2
1介謝・の峰労してい・

C－2 そ　の　他

C－2
1症状はあ…介護す・澗題な・

　さらに付け加えるなら、厚生省高齢者介護対策

本部事務局が発行している『介護保険制度案のあ

らまし』によると「介護は家族に過重な負担を強

いて」おり、「家庭の介護者が要介護者に憎しみ

を感じたことがある（約35％）、家庭の介護者が

要介護者を虐待したことがある（約50％）」あり、

良かったと思えないどころか憎しみ・虐待という

事実があることも押さえておかなけれぽならな

い。

　②「自宅で介護ができて良かったと思ってい

　　る」介護者の状態

　日常生活自立度Aランクが4人（30．8％）、B

ランク3人（23．1％）、Cランク6人（46．2％）と

特に特徴的な事はない。しかし、痴呆の状態は介

護上問題ない人12人（92．3％）（傾眠状態の人は

いない）となっており、在宅患者35人の介護上問

題のない人（65．5％）と比べると、問題ない人が

かなり多くなっている。やはり介護できて良かっ

たと思えるには身体的にはあまり手がかからず、

ボケ症状がないことを条件に揚げていいだろう。

　③介護が出来て良かったと思っている介護者

　　の心情

　介護ができて良かったと回答していても、「疲

れている」人が13人中1人（7．　7％）、「時に休み

たいと思う」が13人中9人（69．2％）、「介護する

ことが面倒に感じる」が13人中5人（38．5％）。

そして「できれば自宅ではなく施設に入所しても

らいたい」が13人中1人（7．7％）。「パートに出

るくらいの額の介護手当がもらえたならもっと割

り切って介護できる」が13人中3人（15．4％）い

た。

　「自宅で介護できて良かったと思っている」と

言ってはみても、時には休みたかったり、面倒に

図一17　在宅介護状況アンケート設問（7）－11．12．13

　　　にOをした介護者

　　周11．

置闘鯵とか親戚輿係とか

なければ介護を款り田したい

　　　8

　　周12，
出来れぼ自宅ではなく病Rに

　入艮してくれたら

感じたりと実際には容易でないことがわかる。

　④「世間体とか親戚関係がなけれぽ介護を放

　　り出したい」介護者はどういう人か

　回答者29人中5人（17．2％）が放り出したいと

言っている。5人の内訳は表一一4の通りであるが

配偶者・子供が1人ずつ、嫁が3人と若干嫁が多

くなっている。ではその5人が介護している人達

の日常生活自立度とボケ症状の状態をみると、ラ

ンクAが2人、ランクCが3人、一番手のかかる

ランクBはいない。ボケ症状は、介護に苦労して

いる人が1人の他は介護上問題なしとなってい

る。例えば②の「自宅で介護できて良かった」と

思っている介護者の項と比べて、日常生活自立度

もボケ症状も特別悪い条件ではない。「介護でき

て良かった」も「介護を放り出したい」もその感

情を生むのは、在宅患者の日常生活自立度、ボケ

症状の状態に関わっていると思われるが、それら

だけでは説明できない、個々人の感情が伝わって

一33一
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表一5　「出来れば自宅ではなく病院に入院してくれたら」あるいは「出来れば自宅ではなく施

　　設に入所してくれたら」と思っている介護者とその在宅患者の状態

続司人 数・常生活自立司痴 呆 状 態1鶴賭はど・か

配偶者1・／・人（・6・・％）lA－・ 1多少あ…日常生猷は問蹴・1自 宅

子 供

嫁

4／9人（44．4％）

4／11人（36．4％）

A－2
｛多少あ…日常生活には問題な川自 宅

A－2 介護するのに苦労している 老人保健施設

C－1 そ　　の　　他 1自 宅

C－2
症状はあ・・1介護する澗題な一自 宅

A－2
1 介護するに苦労している 1自 宅

C－2
1多少あ・が日常生活には問題な・1自 宅

C－2
1症状はあ…介護す・醐題な川病 院

C－2 そ　　の　　他 病 院

その他　1／3人（33．3％） C－1 介護するのに限界がきている 1老人保健麟

くる。

　⑤「出来れば自宅ではなく病院に入院してい

　　てくれたらと思う」あるいは「出来れば自宅

　　ではなく施設に入所していてくれたらと思

　　う」介護者とはどういう人か

　病院に入院していてくれたらと思う介護者と施

設に入所していてくれたらと思う介護者は図一17

の通り重複しているが、10人いる。10人の内訳は

表一5の通り。

　①では「介護できて良かった」と思えないのは

嫁に多かったことから、「入院していてくれたら」

とか、「入所していてくれたら」というのも当然

嫁が多いと想像できた。介護をしている嫁の中の

36．4％が「自宅」ではなく「入院」か「入所」し

ていてくれたらと思っている。一方、子供の中の

44．4％が「自宅」ではなく「病院」あるいは「施

設」に入っていてもらいたいと思っている。

　そしてこの10人の在宅患者の日常生活自立度は

ランクAが4人、ランクCが6人、ボケ症状につ

いては介護上問題なしが5人、問題ありが3人、

その他が2人となっており、これも④と同様、

「自宅で介護できて良かった」と思える介護者と

比べて特別悪い条件ではない。やはり、日常生活

自立度、ボケ症状だけでは説明できない個々人の

感情がある。

　例えぽ上記10人のうち日常生活自立度A－2

（屋内での生活はほとんど自立している）が4人

いるが、この4人の中の2人はボケ症状は多少あ

るが日常生活には差し支えない人である。つまり

日常生活を営むのになんら介護を必要としないの

に、何故この2人に「出来れぽ自宅ではなく病院

あるいは施設にいてくれたらと思う」のであろう

か。これは1－1一⑤老人ホーム入所希望者の全

体像のところで「二人家族、三人以上の家族の中

には、家族もいて日常生活も自立しているのに老

人ホームに入所を希望している」群があったが、

これに通じる“感情”があるのではないかと推察

する。

（8）介護者自身が病気になった時、どのような介護を望むか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答
1

2

3

4

5

6

自宅での家族の介護を望む

自宅でサービスを利用し家族の介護を望む

病院・施設と自宅を行き来し家族の介護を望む

自宅での介護を望むが家族に負担をかけたくない

ずっと病院に入院したい　　　　’

ずっと施設に入所したい
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（）内は回答者29人を100％とした）

7人（24．1％）

11人（37．9％）

5人（17．2％）

17人（58．6％）

6人（20．7％）

9人（31．0％）
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　重複回答であるが、図一18の通り。将来に関す

る質問なのではっきりと回答できなくて当然であ

るが、病院あるいは施設で介護してほしいと答え

た人が6人（20．7％）、自宅で介護してほしい人

が5人（17．2％）。あと残りの18人は自宅で介護

してほしいとは思うけれど家族の負担になりたく

ないから病院あるいは施設を考えている人、しか

しやはり自宅を揚げている人、その両方を揚げて

いる人となっている。1－2－（1）の高齢者は「家」

へ帰りたいという人が圧倒的に多かったが、現在

介護をしている家族介護者は20．7％、5人に1人

が自宅ではなく病院あるいは施設を生活の拠点に

選択している。家族に負担がかかるなら病院ある

いは施設がいいとした人5人を加えると34．5％の

人。実に3人に1人が病院あるいは施設を生活の

拠点に選ぶことになる。これからは誰もが生活拠

点の場に「家」を選ぶとは限らないといえよう。

　さらに、家族に負担がかかることを17人（58．6

％）、半数以上の人が避けたいと考えている。家

族介護が当たり前という考え方は、実際に介護を

経験することによって変化せざるをえなくなって

いる。

図一18介護者自身が将来病気になったときどこで

　　　介護してもらいたいか

家簾に負廻をかけたくない

禽自8含倉含

禽A

　88

888
　8含8

病覧あるいd施設で介護

　してほVli

菖88
8

88
含88

⑨　介護者の心情

　以上、アンケート調査の結果をみると、介護者

は忙しい生活の中で、介護を代ってくれる人もい

ないまま、福祉も期待できず綱渡りの状態で介護

に当たっているのが現実である。従って病状・ボ

ケ症状の重い人は看たくても看きれないのであ

る。しかし、たとえ病状・ボケ症状が軽くても看

たくないものは看たくないし、自分も将来家族の

やっかいにはなりたくないという人も多い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　資料5　在宅介護状況アンケート

（1）主に介護にあたっていらっしゃるのはどなたですか。番号を○で囲んで下さい。

　　1　病人の配偶者（連れあい）　　2　病人の子供　　　　3　病人の子供の配偶者

　　4　病人の兄弟　　　　　　　　　5　その他（　　）

（2）主に介護にあたっていらっしゃる方はお勤めに出てみえますか。番号を○で囲んでください。（）の中は当

　てはまるものを○で囲んでください。）

1

2

3

4

5

勤めている。（1日中半日　短時間）

勤めてはいないが自営業、農業などの仕事をしている（1日中半日　短時間）

家事が主な仕事になっている。

家事と育児が主な仕事になっている。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（3）主に介護にあたっていらっしゃる方が、もしも具合が悪くなったり、用事ができたりしたら代わりに介護にあ

　たってくれる人はいますか。番号に○をしてください。

1

2

3

4

同居の家族が代わってくれる。

同居ではないが代わってくれる人がいる。

代わってくれる人はいない。

その他（ ）

（4）病人はどのような状態ですか。ランクJ．A．　B．C．のいずれかに○をつけその内の1か2のどちらかにも○を

　つけてください。
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ランクJ

ランクA

ラソクB

ランクC

なんらかの障害を有するが日常生活はほぼ自立してお

り独りで外出する

屋内での生活はほとんど自立しているが介助なしでは

外出できない

屋内での生活は何らかの介助を要し日中もベッド上で

の生活が主体であるが座っていることはできる

一日中ベヅド上ですごし排泄・食事着替えとも介助を

要する

1、交通機関等を利用して外出する

2．隣近所へなら外出する

1．介助により外出し日中ほとんどベッ

　ドから離れて生活する

2．外出頻度が少なく日中も寝たり起き

　たりの生活をしている

1．　車椅子に乗ったりして食事・排泄は

　ベッドから離れて行なう

2．　介助により車椅子に乗る

1．　自力で寝返りをうてる

2．　自力では寝返りをうてない

（5）病人にはボケ症状がありますか。番号を○で囲んでください。

（6）

（7）

1

2

3

4

5

6

7

ボケ症状はない。

ボケ症状は多少あるが日常生活には差し支えない。

ボケ症状は確かにあるが介護するのに問題はない。

ボケ症状があるため介護するのに苦労している。

ボケ症状があるため目が離せず介護するのに限界がきている。

ボケ症状というよりは、ほとんど眠っている。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
今現在、病人はどちらにいらっしゃいますか。番号を○で囲んでください。

1　自宅にいる。

3　老健施設に入所している。

病人を介護するにあたり、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2　病院に入院している。

4　その他（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　日頃お感じになっていることがあれば、いくつでも番号を○で囲んでください。

自宅での介護が生活する上での張合いになっている。

自宅で介護できて良かったと思っている。

病人は自宅で介護してもらえて良かったと考えていると思う。

自宅に居てほしいとは思うが介護は誰かに任せたいと思う。

自宅で介護することは、病人にとって良くないのではないかと思う。

もっと誰かが介護の手を貸してくれたらいいのにと思う。

もっと公的な福祉サービスがあればいいのにと思う。

介護に疲れている。

時には介護を休みたいと思うことがある。

介護することが面倒に感じる事がある。

世間体とか親戚関係とかなければ介護を放り出したいと思う事がある。

出来れぽ自宅ではなく病院に入院していてくれたらと思う。

出来れば自宅ではなく施設に入所していてくれたらと思う。

大変な介護をしているのに介護手当がない、少ないと思う。

パートに出るくらいの額の介護手当がもらえるのなら、もっと割り切って介護にあたれるのではないかと

　　　思う。

　　16その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（8）もし将来、ご自分が病人になったとしたらどういう介護を望みますか。いくつでも○をつけてください。

1

2

3

4

5

自宅で家族に介護してもらいたい。

自宅でいろいろなサービスを利用しながら家族に介護してもらいたい。

病院（施設）と自宅を行ったり来たりしながら家族に介護してもらいたい。

自宅で介護してもらいたいが、家族に負担はかけたくない。

ずっと病院に入院して介護してもらいたい。
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　　6　ずっと施設に入所して介護してもらいたい。

　　7　その他（

以上、ご協力ありがとうございました。

）

37

一ご意見等ありましたら、何でも結構ですのでご記入ください。

皿　介護保険で高齢者の人権が守れるか

　1章から、「生活の拠点」を選択するのに、い

かに高齢者の意思が無視されているかがわかっ

た。自己決定どころか自己主張することすらでき

ず、とても高齢者の人権が守られているとはいえ

ない状況であった。

　どうすれぽ高齢者の人権が守られるのか。ま

ず、「自分が我慢すれぽいい」というのでなく、

自分の老後について自分でどうしたいかを決定す

る責任を持たなけれぽならない。自らの人権を守

るには、人任せにしないで自分で老後のプランを

立てるくらいの心構えが必要である。次に、高齢

者自らが決定した老後のプランに、子供の世話＝＝

家族介護に頼るのでなく、公的な介護で対応しな

ければならない。公的に対応できないとなると、

家族がいれぽ「自分さえ我慢すればいい」となる

し、高齢者世帯・一人暮らし等であれぽ、生きて

いくためには何でもいい自分の希望など言ってい

られないということになってしまう。

　この高齢者の自己決定と公的介護が実現すれ

ば、ac　fl章で揚げた三つの問題も解決される。

　まず第一点目。同居率の低下、少子化、嫁によ

る介護神話の崩壊、結婚しない子供の増加、経済

的ゆとりのなさ等々の社会の変化により、在宅で

の家族介護が限界にきているという点について、

家族介護に代わり公的介護が機能すれば問題は解

決できるはずである。

　二点目。屋内での日常生活が概ね自立してい

て、痴呆症状がなければ在宅でも看られるが、

「手のかかる」状態であると施設へ入所するケー

スが多く、寝たきりであると病院へ再入院するケ

ースが多いということがわかった。このように高

齢者の状態で介護の場が決まってしまうのでな

く、高齢者の自己決定に基づき、介護の場を選べ

ば良い。それが自宅であっても、家族介護でなく

公的な介護であれば「放り出したい」という感情

も生まれないであろう。

　三点目。生活の拠点に「家」を選ばない人がい

ること。病気になっても家族の世話になりたくな

い人がいることもわかったが、これについても、

二点目と同様、生活の拠点は決して「家」だけで

はなく、高齢者が選択すれば良いし、家族の世話

になりたくなければ、公的な介護を選択すれば良

いことである。

　以上の様に、日頃の業務の中の矛盾点は、高齢

者の自己決定と公的介護の二点で全てすっきりと

解決するが、では介護保険の導入で、この日頃の

業務の中での矛盾点が解決されるであろうか。

　厚生省高齢者介護対策本部事務局発行のr介護

保険制度案のあらまし』によると、「本格的な高

齢社会の到来で介護を必要とする方は急速に増加

し、その程度も重度化・長期化」する、「家族機

能等の変化で家庭の介護力が弱まって」いる、

「国民の介護への不安が高まって」いる、「介護は

家族に過重な負担を強いて」いる、「国民の8割

が介護保険の創設に賛成して」いることを揚げ、

これに対応するために介護保険を創設するとい

う。介護保険の目指すところは「介護を社会全体

で支えること」、「福祉と医療に分かれている高齢

者の介護に関する制度を再編成し、利用しやす

く、公平で、効果的な社会支援システム」を構築

することである。具体的には「利用者が、自由に

サービスを選択して利用できる仕組み」にし、

「介護に関する福祉と医療のサービスを総合的・

一体的に提供」し、そのサービスの内容は「画一

的でなく、多様で効率的なサービス」であるとの

こと。そして、結果的に「社会的入院の是正など

により、医療費のムダを解消する」と説明してい

る。

　まず、日頃の業務の中の矛盾を解決してくれる

第一点目。高齢者の自己決定は介護保険の中で保
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　　資料6　厚生省高齢者介護対策本部事務局発行r介護保険制度のあらまし』

　　　　よリ「在宅の標準的サービスのモデルの一例」

【要介護高齢者の心身の状態等に対応して作成した在宅の標準的サービス

のモデルの一例】

自分で寝返りすることはできるが、食事・排泄・衣服の脱衣のいずれにも一部介助を必

要とし、医学的管理を必要とするケースであって、虚弱な高齢配偶者と夫婦で生活して

いる場合。

⊂王：亘コ⊂：至二亙⊃⊂亙亙⊃

［月］ 犬誇訪晴

［火］ デイサービス／デイケア

［水］ ホーム
wルプ

　回ヘル

［木］ デイサービス／デイケア

［金］ ホーム
wルプ

　ロヘル

［土］ デイサービス／デイケア

［日］ ホーム
wルプ

2か月に1回1週間程
度のショートステイ

医学的管理

　　　　　＊このほか、訪問歯科指

リハビリ藤霧騨i舗
　　　　　　考えられる。

障されるか。「利用者が、自由にサービスを選択

して利用できる仕組み」とはなっているが、介護

サービスの利用の方法を読み進めていくと「本人

または家族の申し込み」「本人または家族の参画」

と、いたるところに「本人または家族」と記され

ている。あくまでも高齢者本人の意思でなければ

高齢者の人権が守られないことは前述の通りであ

る。したがって、介護保険が導入されても、「本

人」の影は薄いといわざるをえない。高齢者は家

族という保護者の同意がなくては何もできないと

いう現状と何ら変わることがない。そうなれぽ

「自分が我慢すれぽいい」ということになり、同

じことの繰り返しである。

　そして、第二点目。介護保険は公的な介護を保

障してくれるのか。介護保険の中の、「社会全体

で支える」という意味をどうとらえたらいいの

か。公的に保障するというのでは決してない。

「社会全体で」＝皆で、「支える」＝助けるととらえ

たらいいのか。皆は助けてはくれる。でも、主と

なるのはやはり家族介護ということなのであろ

う。同じく『介護保険制度案のあらまし』の中の

「在宅の標準的サービスのモデルの一例」（資料

6）を見てみると、ホームヘルプ・デイサービ

ス／デイケア・巡回ヘルプといずれも一日置きに

組まれている。では組まれていない日、組まれて

いない時間は、誰が看るのか。当然、家族が看る

ということなのだろう。さらに『介護保険制度の

あらまし』の中で、「家庭の介護者が要介護者に

憎しみを感じたことがある約35％、家庭の介護者

が要介護者を虐待したことがある約50％」と自ら

の調査でこういう結果を得ているのに、それでも

なお在宅介護から家族介護を切り放しては考えら

れないのだろうか。家族介護に頼るということは

結局、高齢者は遠慮しなけれぽならない。「自分
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が我慢すればいい」ということになってしまい、

また同じことの繰り返しとなる。これでは、高齢

老の人権は守られない。

　そしてさらに、介護保険の導入で、高齢者の人

権を守ることができるのか、という問いを続けよ

う。まず、介護保険は、要介護者と認定された者

に、保険給付されるということであるが。第1章

で、老人ホームへ入所申請した一人暮らしの人の

5人に3人は、介助なしに外出はできないが、屋

内での日常生活は概ね自立していた。また、家族

がいて屋内での日常生活が概ね自立していても、

老人ホームへの入所申請をしている人もいた。こ

れらの人は日常生活が自立しているのだから、要

介護者に認定されるはずがない。つまり、保険給

付はされないのに老人ホームへの入所を希望して

いるという事になる。目に見える要介護状態には

保険給付されても、感情面での要介護状態には保

険給付されない。

　さらに付け加えると、老人ホームに入所するの

なら、手をかけて訓練するより寝かせきりの方が

要介護度が重く、保険給付額が高くなる。高齢者

の意思はどうあれ、支払う家族の側とすれば、寝

たきりにさせておいたほうが手もかからず安上が

りで都合が良いということにもなりかねない。こ

れでは高齢者の人権どころか虐待になりはしない

だろうか。介護保険で高齢者の人権が守られると

は考えられない。

　では、誰が高齢者の人権を守ってくれるのだろ

うか。平成9年2月19日～平成9年2月21日、厚

生省は神奈川県葉山町にて、各都道府県の高齢者

介護担当者を対象に、介護i支援専門員（ケアマネ

ージャー）の養成を目的とした介護支援専門員研

修会を開いた。ケアマネージャーが果たして高齢

者の人権を守ってくれるだろうか。これは明らか

にノーである。1－2－（1）で専門家といわれてい

る福祉事務所のケースワーカー・医療ソーシャル

ワーカーがいかに高齢者の意思決定を大切にして

いないかがよくわかったと思う。恐らくケアマネ

ージャーも同じ道をたどるものと確信する。何故

なら、まず、介護サービスが絶対的に不足するこ

とが想像できる。もちろん、公的サービスの不足

分はシルバービジネスによって充足することが期

待されているが。しかし、現実的には、利用者の

介護サービス選択などということは絵空事に終わ

るであろう。ないサービスを提供しようとする

と、あるサービスを押しつけるしかない。そうな

ると、とても高齢者の希望に沿えなくて高齢者と

正面から向き合えない。高齢者を避けて家族と相

談するようになる。これは、現在のケースワーカ

ー・ 纓ﾃソーシャルワーカーの言い訳でもある。

そして次に、支給限度額内でサービスを提供しよ

うと思うと、足りない介護がでてくる。足りない

介護は家族に依頼するしかなく、そうなると家族

の意見を聞かざるを得ない。やはり、ここでも高

齢者本人とケアマネージャーという関わりでな

く、ケアマネージャーと家族の関わりが生じる。

そうなれば何ら今の仕組みと変わることはない。

　高齢者の人権を守るのであれぽ、介護保険の制

度そのものを見直すか、それが出来ないのであれ

ば、介護の状態を監視する機能を設ける必要があ

ると考える。ケアマネージャーや家族では信頼で

きない。介護を計画したもの、介護を実施してい

る老では、その介護の内容を正当に評価すること

ができない。まったくの第三者による介護の監視

が必要であると考える。たとえぽ、オンブズマン

制度の必置。そしてこの第三者には判断力に欠け

る高齢者の代弁者にもなってもらいたい。例え

ば、入浴を月に3回すれば人間らしい生活と言え

るのか、毎日入浴していた人にとっては毎日入浴

してこそ人間らしい生活といえるのか。そういっ

た介護の内容について、適切であるかどうかを判

断してくれる人の存在がなけれぽ、高齢者の人権

は守られないことは確かである。

　　　　　　　　　　　　（1997，3．31受理）
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